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平成26年11月28日（金曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部、商工観光労働部、農政水産部

１．宮崎県総合計画の改定状況について

２．真の地方創生を実現する「みやざきモデ

ル」の提言について

３．本県の移住施策について

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（16人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 外 山 三 博

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 黒 木 正 一

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 二 見 康 之

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

委 員 髙 橋 透

委 員 新 見 昌 安

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（１人）

委 員 坂 口 博 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

県参事兼総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
安 田 宏 士

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 井 手 義 哉

統 計 調 査 課 長 奥 野 厚 子

中山間･地域政策課長 石 崎 敬 三

フードビジネス
黒 木 義 博

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
村 上 悦 子

男 女 参 画 課 長

情 報 政 策 課 長 青出木 和 也

商工観光労働部

労 働 政 策 課 長 久 松 弘 幸

地域雇用対策室長 福 嶋 清 美

農政水産部

部 参 事 兼
向 畑 公 俊

農 政 企 画 課 長

地域農業推進課長 大久津 浩

事務局職員出席者

政策調査課主査 黒 田 裕 司

政策調査課主任主事 日 髙 壮

○重松委員長 それでは、ただいまから人口減

少・地域活性化対策特別委員会を開会いたしま

す。

本日、委員会の日程についてでありますが、
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お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、総合政策部、商工観光労働部、農政

水産部にお越しいただき、宮崎県総合計画の改

定状況、真の地方創生を実現する「みやざきモ

デル」の提言、本県の移住施策などについて概

要説明をいただきます。

その後、委員会としての提言について及び次

回委員会について御協議をいただきたいと思い

ますが、このように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、９月の委員会において依頼のありまし

た資料について、教育委員会と県土整備部から

提出がありましたので、お手元に配付しており

ます。

まず、髙橋委員から依頼がありました県内高

等学校卒業者の進路状況の資料です。大学、短

期大学、専門学校等への進学状況に加え、就職

の状況についてまとめたものとなっております。

なお、専門学校への進学につきましては、各

学校への聞き取りの結果であり、どの県の専門

学校へ進学したかまでは把握していないとのこ

とでした。

もう一つが、中野委員から依頼のありました

空き家対策関連の資料です。この資料につきま

しては、事務局から説明をしていただきます。

○日髙書記 御説明いたします。

県土整備部から提出されました資料について

でございます。

資料の１点目は、昨日、11月27日に公布され

ました空き家等対策の推進に関する特別措置法

の官報の写しであります。

この特別措置法では、市町村が空き家等対策

計画を策定し、市町村長等の立入調査等や税情

報の内部利用を可能とするとともに、保安上危

険な空き家等に対する指導、命令、さらには、

行政代執行が可能とされているところです。県

としての役割は、市町村の計画策定等に対し、

情報の提供や助言等に努めることとされたとこ

ろです。

２点目は、イオンモール宮崎で、10月中旬に

県などが開催しました住宅に関するイベント「住

まい・る・メッセ」において、パネル展示にて

周知しました空き家の適正管理についての内容

であります。

９月の委員会で中野委員から、空き家の所有

者に管理責任があるのではないかとの御質問が

ございましたが、チラシの下段に記載してあり

ますとおり、民法717条の規定により、賠償責任

を問われる可能性があるとのことです。

以上が県土整備部からの資料であります。

説明は以上でございます。

○重松委員長 今の説明でよろしかったでしょ

うか。この官報とこの「住まい・る・メッセ」

のこの青い資料でございました。それでよろし

いでしょうか。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

総合政策部、商工観光労働部及び農政水産部

においでいただきました。

執行部の皆様の紹介につきましては、お手元

に配付の出席者配席表にかえさせていただきた

いと思います。

早速ですが、概要説明をお願いいたします。

平成26年11月28日（金曜日）



- 3 -

平成26年11月28日（金曜日）

○橋本総合政策部長 おはようございます。総

合政策部長の橋本でございます。本日はよろし

くお願い申し上げます。

本日御報告いたします項目について御説明申

し上げます。

お手元資料、表紙をおめくりいただきまして、

目次をごらんください。

今回、御指示ございましたⅠ宮崎県総合計画

の改定状況について、Ⅱ真の地方創生を実現す

る「みやざきモデル」の提言について、Ⅲ本県

の移住施策について、その概要をそれぞれ担当

課長から御説明申し上げます。

私からの説明は以上であります。よろしくお

願いいたします。

○井手総合政策課長 総合政策課のほうから県

総合計画の改定状況について御説明を差し上げ

ます。

委員会資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。まず、改定状況のこれまでの経緯

と今後のスケジュールについて御説明申し上げ

ます。

これまでの経緯でございますが、今年６月に

総務政策常任委員会のほうに改定の今後のスケ

ジュールと、また理由等を御説明申し上げ、７

月に第１回の総合計画審議会を開催し、改定の

諮問を行いました。

その後、県内８地域におきまして市町村との

意見交換、また県民の皆さんからの直接の意見

交換等を経まして、総合計画の長期ビジョンに

ついて、まず検討を始めているとこでございま

す。

今般、11月の総務政策常任委員会におきまし

て、これまで取りまとめてきました長期ビジョ

ンの素案を報告させていただきました。この委

員会におきましても、この素案につきまして報

告をさせていただこうと思っております。

この素案、この後、下の今後のスケジュール

のほうに入りますけれども、12月から１カ月強

かけましてパブリックコメントを行い、１月に

長期ビジョンにつきまして、総合計画審議会の

答申をいただいた上で、２月の定例県議会に議

案として提出を予定をしております。

その後、長期ビジョンに基づきまして、４年

間の施策を取りまとめてつくりますアクション

プランに取りかかりまして、アクションプラン

のほうも２月の総務政策常任委員会のほうで案

を報告し、最終的には、６月の定例県議会にア

クションプランも議案として提出し、総合計画

の改定が全て終わるというようなスケジュール

を考えております。

それでは、総合計画の今現在の長期ビジョン

の中身について説明をさせていただこうと思い

ます。２ページのほうに全体構造図をつけてお

ります。現時点で計画の長期ビジョンのほぼ最

終案が固まっておりますので、最終的なたたき

台というふうに考えていただければと思ってい

ます。

お手元のほうに別冊の資料１ということで、

資料の形で御配付されてると思いますので、構

造図を見ながら、また、こちらのほうの資料の

ほうをおめくりいただいて説明を続けさせてい

ただきたいと思います。

まず、別冊資料の１ページ目をお開きいただ

きたいと思います。

はじめにという項目でございます。ここにま

ず、計画改定の趣旨ということでまとめており

ます。後段のほうの段落でございますが、この

計画は、平成42年（2030年）の将来像を描きま

した長期ビジョンとアクションプランとなって

おりまして、今回、この素案は長期ビジョンの
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ほうの素案となります。

この長期ビジョンの改定につきましては、４

行目あたりからなんですけれども、これまで、

この計画、４年間実行してきておりまして、フ

ードビジネス、新エネルギー等の成長産業の育

成加速化、また、交通ネットワークなど、これ

までの施策の成果を踏まえつつ、また、進行が

とまらない少子高齢化、人口減少、このような

課題の現状をしっかりと見直しまして、計画そ

のものを考え直すと。また、下の段落になりま

すが、現行のこの計画策定後に発生しました東

日本大震災、これにおきまして、人と人とのつ

ながり等、“絆”等を大事にする価値観の変化で

ありますとか、また危機事象への対応だという

新しい課題、巨大な深刻な危機事象への対応等

を踏まえることを考えております。

中身に入りまして、２の計画の役割、概念図、

この辺につきましては、ほとんど改定はありま

せん。

５ページのほうから、時代の潮流と将来予測

となっております。現在の時代を改めて見直す

ということで時代の潮流ということで、少子高

齢化・人口減少、そしてグローバル化、資源・

環境問題への対応、ＩＣＴ等の科学技術の発展、

そして５番目の項目、大規模災害への対策、こ

こを新たに追加をいたしました。先ほどの東日

本大震災危機事象の対応ということを踏まえま

して、時代認識の中に大規模災害の対策という

ことを入れております。

その後の６の地方分権と、７番、厳しい財政

状況、ここは変えておりません。時代認識とし

ては、危機事象を新たに入れたところでござい

ます。

その次のページ、第２節になりますが、16ペ

ージ、将来推計と予測、これにつきましては、

この委員会でも当初御説明を差し上げたところ

でございますが、総合計画、人口減少問題を一

番の課題と捉えていますので、将来の推計をし

ております。

１のところ、平成42年（2030年）の宮崎県に

関する推計ということで、前回の４年前の長期

計画のときには2005年の国勢調査をもとに推計

をしております。今回は、新たな数字として2010

年の数字が出ていますので、2010年、113万5,000

人という人口をもとに推計をし直しております。

さらに、現行の総合計画では、社会移動が将

来的にはおさまっていく、収束していくという

推計でございましたが、今回の新たな推計にお

きましては、国の地方創生のシミュレーション

値であります、社会移動はおさまっていかない

という厳しい推計に基づいておりまして、した

がいまして、ケース１のところでございますが、

何もしない場合、施策を打たない場合、2030年

には97万9,000人と100万人を切るという厳しい

数字になっております。

これにつきまして、右側の括弧の中をごらん

いただきたいんですけれども、ケース２という

丸印で入れております。施策として2030年まで

に段階的に次の条件を満たすということで、合

計特殊出生率を2030年に2.07、若年層の社会減

を30％抑制をしていくと。このような施策を打っ

た場合、ケース２として、2030年に101万9,000

人、100万人を維持できるというような推計をし

ているところでございます。

この合計特殊出生率につきましては、現行の

計画では2030年に1.85という数値で推計をして

いたところでございますが、地方創生の動きに

合わせまして高い目標として2.07、人口置換維

持の水準まで引き上げるというふうな引き上げ

を行ったところでございます。
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18ページ以降、今度は地域ごとに推計を示し

ております。県内８地域─宮崎・東諸県、南

那珂、北諸、西諸、西都・児湯、日向・東臼杵、

延岡、西臼杵─という８地域でございます。

それぞれの市町村ごとに積み上げて、その地

域ごとの人口の推計値をケース１、ケース２と

いう形で示しております。県内各地域、やはり

厳しい数字が出てるところもございますが、そ

こをしっかり見詰めながら、各市町村が今後つ

くっていきます地方創生の人口ビジョン、総合

戦略等とも足並みをそろえながら、地域の活力

が落ちないような施策を打っていかなければな

らないというふうに考えております。

続きまして、26ページ、第３節でございます。

宮崎県の特性ということで地理的特性、自然環

境、生活環境、産業、そして県民の意識という

項目でそれぞれ押さえているとこでございます。

ここにつきましては、特段大きな変更はして

おりませんが、例えば26ページでございますが、

地理的特性の一番右下、最後の項目になります

けれども、平成26年３月の東九州自動車道開通

でありますとか、27ページの上から３つ目でご

ざいますが、綾町のエコパークもしくは霧島周

辺のジオパーク、この辺、今の動きをそれぞれ

修正を加えているところでございます。またゆっ

くりごらんいただければと思います。

35ページでございます。35ページからが基本

目標と目指す将来像ということでございます。

これにつきまして、まず基本目標、おめくり

いただきまして37ページに未来を築く新しい「ゆ

たかさ」への挑戦を掲げております。20年の長

期ビジョンということで基本目標、そして、そ

の次のページから、「人」「くらし」「産業」と

いうことで、それぞれ目指す将来像が掲げてあ

ります。ここにつきましては、長期ビジョンの

性格上、ここについては変えない、目標につい

ては動かさないということにしております。

そして、41ページから、その将来像を実現し

ていくためにどのような姿勢で臨んでいくのか、

県づくりの基本姿勢を掲げております。

１項目め、経済拡大を前提とした社会・価値

観からの転換でありますとか、住民主体の地域

経営、人財の育成、おめくりいただきまして、

社会基盤の整備、地域の魅力づくりとアジアの

中のみやざき・九州の確立、危機事象への対応、

効率的・効果的な行財政運営と押さえるべきと

ころを押さえております。これにつきましても、

７番の危機事象への対応、ここを新しくつけ加

えております。最初の時代認識とあわせたとこ

ろでございます。

その次の43ページからが長期戦略ということ

で、これにつきましては、45ページのほうに戦

略の基本的な考え方を書いております。

今回の改定、見直しに当たりまして、一番大

きく変更したところはここでございまして、こ

の45ページの２段落目から書いておりますけれ

ども、最初の改定のところの説明と重複します

けれども、フードビジネス、東アジアの市場開

拓、また成長産業の育成加速化、この辺の施策

の成果を踏まえながら、また東日本大震災、2020

年のオリンピック・パラリンピック東京大会の

開催決定など、人々の意識の変化、また社会・

経済への大きな影響を及ぼす出来事を踏まえて、

戦略についても見直すということにしておりま

す。

見直しの方向ですけれども、一層の成長産業

化の推進、そして獲得した外貨を地域の中できっ

ちり回す、好循環を生み出すということ。また、

『新しい「ゆたかさ」』ということで、文化、ス

ポーツの振興を通じまして、地域への誇りや愛
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着をつくっていく、そして地域の活性化を図っ

ていくということを主眼に置いております。

次のページ、46ページにその８つの戦略を並

べております。

人口問題、グローバル化、資源・環境問題、

危機対応と４つの長期視点に基づきまして、戦

略の１、人口問題戦略、戦略の２、人財育成戦

略、戦略の３、産業成長戦略、戦略の４、地域

経済循環戦略、戦略の５、観光再生おもてなし

戦略、戦略の６、文化スポーツ振興戦略、戦略

の７、いきいき共生社会戦略、そして戦略の８、

危機管理強化戦略ということで、これまでの人

口問題等を踏まえつつ、経済的豊かさとお金に

かえられない豊かさをバランスよく調和した社

会を目指すということで、８つの戦略に編成を

し直しております。

その戦略の中身ですが、48ページのほうから

第２節ということで記載をしております。

人口問題の戦略につきましては、これまで少

子化もしくは若者活躍戦略ということで、今現

行計画では描いてきたところですけども、改め

て人口問題という表題を課しまして、中身とし

ましては、ほぼ同じ形でありますが、少子化対

策、若年層の流出抑制、移住の促進、そして二

地域居住と地域活力の維持を増進していくとい

う部分。

戦略の２のほうが、人口減少社会におきまし

て長期的な課題であります人財の育成というこ

とで、産業や地域、くらしに貢献する人財をしっ

かり育成していくということを狙いに、将来世

代の育成促進でありますとか、産業人財、地域

人財の育成、そして全員参加型社会の実現を考

えております。

３番目からが経済となってきまして、戦略の

３の産業成長戦略につきましては、農林漁業等、

本県の経済を牽引するような中核的な企業を育

成しつつ、成長産業の育成加速化を図ると。そ

して、農林漁業の成長産業化をここに改めて掲

げております。

また、そういう産業を支えていく交通・物流

ネットワークの整備でありますとか、効率化・

低コスト化の推進、そして東アジアへの交流促

進等、グローバルな部分もこの中でうたってお

ります。

49ページに入りまして、戦略の４が地域経済

の循環ということで地域経済循環戦略、産業間

の連携でありますとか地産地消の取り組み、ま

た地域経済・資源を循環促進していくというこ

とで、先ほどの産業成長戦略の中で書き込んで

おります地域を担う中核的な企業を、その周り

をめぐる中小企業との連携を強化していくとい

う部分、また、産業間、産学官連携の推進とコ

ミュニティビジネス、そして地域資源を生かし

たバイオマス等の再生可能エネルギー関連産業

の育成をここで掲げております。

次の戦略５が観光再生おもてなし戦略という

ことで、これについては観光づくり、そして「ス

ポーツランドみやざき」の推進、また、今取り

組みを進めていますＭＩＣＥの誘致、受け入れ

環境の整備等を上げております。

49ページの一番下になりますが、戦略６、文

化スポーツ振興戦略、この戦略は少し新しい部

分でございまして、郷土への理解を深め地域の

魅力を再発見するという、地域への誇り、愛着

の醸成を図るという意味で、地域の文化的財産、

魅力の保護等をやりまして、ふるさとへの誇り、

郷土愛を育てる取り組みを推進していく。

また、オリンピック・パラリンピック等を含

めながら、地域の魅力の向上でありますとかア

スリートの育成、また生涯スポーツの振興を図っ
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ていくということにしております。

50ページになりまして、戦略の７、いきいき

共生社会、これにつきましては少し幅広くとっ

ておりまして、健康でありますとか安心・安全

でありますとか自然環境でありますとか、そう

いう地域の社会を構成するものを一つ一つ大事

にしていこう、そしてみんなで共生していける

ような社会をつくっていこうという狙いでござ

います。

中身としましては、多様な主体が新たな公共

サービスの担い手として活動できる環境整備で

ありますとか、集落機能を補完するようなもの、

もしくは住民のサービスを維持していくような

取り組みの推進、そして、福祉、保健、医療、

介護等、各分野間の連携による支援体制を充実

していこうというもの。また、ライフステージ

に合わせました心身の健康づくり、疾病・介護

予防等、健康寿命の延伸のとこもここに入って

きます。

最後に、低炭素社会ということで環境に優し

い、人に優しいまちづくりという部分、社会づ

くり、まちづくりという意味でここに入れてお

ります。

最後が、危機管理強化ということで、ハード

・ソフト両面からの防災・減災対策であります

とかインフラの整備、公共インフラの適正な維

持管理という部分もここの中で、国土強靭化と

いう発想のもとで進めていくということを考え

ております。

さらに、もう一方の危機事象ということで、

感染症でありますとか家畜伝染病に対する防疫

体制につきましても、戦略としてきっちり押さ

えていくということで、この戦略８に入れてお

ります。

中身につきましては、それぞれその次のペー

ジから記載をしております。また、ごらんいた

だきたいと思います。

59ページのほうをちょっとごらんいただきた

いと思うんですが、それぞれの戦略に2030年の

戦略目標というのを掲げております。上のほう

から１番目の戦略、人口問題戦略から８つの戦

略それぞれ分けております。

まず、本県の総人口100万人以上、これを満た

すためには合計特殊出生率2.07以上が要るとい

うことで、ここに戦略目標として掲げたところ

であります。

あと、例えば３の輸出額、現行1,410億円の輸

出額を2030年には1,630億円に伸ばしたいであり

ますとか、その下の４番目の経済循環の中でご

ざいますが、県際収支6,330億円という赤字のと

ころを10％改善をしていきたいというよう

な、2030年に向けてある程度高い目標を掲げて、

努力をしていくということを長期戦略の中でう

たっております。

この目標につきましては、今後つくってまい

りますアクションプランで、４年間に引き直し

て一つ一つ、４年後に対して１年ごとにどの程

度進めていくのかということを明らかにしてま

いりたいと考えております。

その後、61ページから分野別施策ということ

で、人、くらし、産業ということで、県行政と

してやるべきことを体系的に整理をしておりま

す。これにつきましても中身につきましては、

前回の計画から必要な時点修正をしながら見直

しをしております。ここにつきましては中身が

細かくなりますので、説明は割愛をさせていた

だきたいと思います。

以上をもちまして、長期ビジョンの説明を終

わらせていただきます。いろいろ今後もパブリッ

クコメントも含めながら御意見をいただきなが
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ら、最終的に修正を重ねて、２月の議会に間に

合うように順次進めていく予定でございます。

よろしくお願いしたいと思います。

説明は以上でございます。済みません、忘れ

るところでした。

続きまして、２のほうの真の地方創生を実現

する「みやざきモデル」の提言につきまして説

明させていただきます。

委員会資料のほうにお戻りいただきまして、

３ページをお開きいただきたいと思います。３

ページ、真の地方創生を実現する「みやざきモ

デル」の提言についてというページでございま

すが、まず、国、県の動きを簡単に最初に説明

をさせていただきたいと思います。

国のほうで、まち・ひと・しごと創生本部が

でき上がっております。これは、９月に本部会

議という形で、まず第１回が開かれております。

そして、その次、右の項目に創生会議という項

目があります。

これは下のほうに米印でそれぞれ内容を示し

ておりますけれども、本部会議というのは、総

理大臣を本部長とし、地方創生担当大臣、官房

長官を副本部長、そして本部員として全ての国

務大臣で構成される国の機関でございます。そ

して、創生会議というものは、その創生本部の

下のもとに、構成員としまして民間有識者を入

れた、本部会議に対する重要事項を調査審議す

る諮問機関というような形の位置づけでござい

ます。

この２つで今後、地方創生の施策が考えられ

ていくということになっておりまして、現時点

でいいますと、11月の項目を見ていただきます

と、第３回というところになりますが、まず創

生会議、２段目の項目のところにありますよう

に、長期ビジョン及び総合戦略、これを国はつ

くっていくということにしておりますけれども、

この骨子のほうが創生会議のほうで案として提

示をされてるとこでございます。今後、この案

が創生本部のほうで決定されて骨子が固まると。

本来であれば、今時分ぐらいにちょうど決定

されてたというスケジュールになっているんで

すけれども、皆様御存じのとおり、国の状況で

いまだ決定をされていない状況でございます。

本日の資料の中に案の状態の骨子のほうをおつ

けしております。

今、本部のほうに聞きましたら、何とか年内

には決定して、その下の骨子に基づいて長期ビ

ジョン、総合戦略のほうも早急につくっていき

たいというふうに国のほうはおっしゃっており

ます。

本県の動きでございますが、右端の欄を見て

いただきたいと思うんですが、10月の※29日に県

としても地方創生本部という形で、知事をトッ

プに各部長からなる本部を設置しまして、その

後、国の関係動向等を聞きまして─済いませ

ん、ちょっと訂正しますけれども、10月29日に

創生本部のほうにこのモデルについて提言をし

ているとこでございます。

この29日という日にちという意味では、私ど

も11月のほうにこういう骨子が決まるというふ

うに聞いておりましたので、10月中に本県の提

案、提言をぜひ届けていきたいということで、

かなりきゅうきゅうな動きをしながらつくり上

げまして、副知事と私どもの橋本部長のほうで

本部のほうに行って、宮崎県の提言ということ

で説明を差し上げたところでございます。

結果としまして、骨子のほうでも本県の枠組

みといいますか、形が少し取り上げられてるよ

うなところがございまして、仕事づくりのほう

※このページ右段に発言訂正あり
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が、まず一番最初に来てるというような成果が

あったところでございます。

では、その中身につきまして説明をさせてい

ただきます。これも別冊で資料２ということで

お配りをしております。真の地方創生を実現す

る「みやざきモデル」の提言ということでござ

います。

まず、申しわけないですけれども、３ページ

をお開きいただきたいと思います。３ページの

ほうにこのモデルと申します、みやざきモデル

の提言という意味合いを掲げております。３ペ

ージの頭のほうからになりますけれども、本県

の持つ特性としまして、温暖な気候、豊かな自

然、そして安全・安心な農林水産物等、暮らし

やすい環境、この中で合計特殊出生率が1.72、

全国２位、人口が減少してる中ではトップとい

う、非常に子供を産み育てやすい環境が整って

いるというふうに認識しております。

ただ、一方で、子供たちが育って進学・就職

する際に多くの若者が県外に流出をしている。

この点が日本創成会議の推計でも、今後、消滅

可能性自治体と言われてるところなんですけれ

ども、若い女性が50％以上減少する市町村数が、

社会移動の部分で非常に顕著に出てくると。こ

のグレーの枠組みの中に書いてます社人研、国

立社会保障・人口問題研究所という厚生労働省

の外郭機関が推計した場合、これは、社会移動

が先ほどちょっと申し上げたように、最終的に

は余り動かなくなっていくという、収束してい

くという推計をすると、若い女性が50％以上減

少する市町村はゼロなんですけれども、それが

とまらないという仮定で推計をしますと、一気

にふえまして15市町村出てくると。つまり、社

会減の課題が非常に大きい県だというふうに認

識されます。そういう特性を踏まえて、みやざ

きモデルをつくっております。

下の段になりますけれども、まず、本県のポ

テンシャルとしまして、すぐれた子育て環境と

高い合計特殊出生率、そして必要な対策としま

しては社会増対策。その中身としましては、産

業振興による雇用の創出、そして移住の促進で

若年人口の減少に歯どめをかける。いかに率が

高かろうと、総数そのものが減っていくんであ

れば、産まれてくる子供は少なくなりますんで、

総数そのものを上げていかなければならないと

いう考えでございます。

そして、さらに、産み、育てる環境をよくし

て合計特殊出生率もまた一歩上げていこうとい

う３段階で考えております。こうしたことで人

の流れを都市から地方へ大きく変えて、地方創

生の日本のお手本となるような取り組みにした

いと、そういう強い思いでつくったモデルでご

ざいます。

中身につきましては、戻っていただきまして

１、２ページになります。上のほうは今説明し

たところで、実際に行う中身としましては、社

会増対策、自然増対策、暮らしの維持充実、そ

して地方創生を支えるシステムづくりという４

つの黄色い項目で掲げてますように４つの項目

に分けてます。

社会増対策の中身が、しごとをつくり、安心

して働けるようにするということで、農林水産

業を核とした成長産業の育成でありますとか、

力強い製造・サービス業の育成、産業振興の部

分、そして、それを支える資本の強化と人材の

育成、３番、４番でございます。何より、そう

いう経済活動を支えるためのインフラ整備が必

要であるということを、強く国にも申し上げて

るとこでございます。この５つの項目で、しご

とをつくり、雇用の場を創設していく。
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そして、もう一方の社会増として、その右に

なりますけど、呼込むということで移住等、人

の流れを地方へ持ってくるということで、まず

１番目は、就学環境ということで大学等の充実

でありますとか地方への移転促進、そして東京

一極集中をとめていくということで企業等も移

転促進をしていただきたいと。

最後に、具体的な移住の促進ということで、

移住の支援の総合的なシステムづくりでありま

すとか、受け皿づくりという部分を書いており

ます。

その右になりますけれども、自然増対策、こ

れは今までもやっておりますけれども、さらに

充実させていくという意味で、少子化対策と女

性が活躍できる社会づくり、ワーク・ライフ・

バランスという部分を強く訴えていきたいと

思っております。

左下、暮らしの維持充実という意味では、地

域磨きという部分でございまして、地域の宝を

磨き、情報発信して都市との交流を拡大をして

いく。また、住民の利便性を維持していくため

に、いろいろな物流の効率的なシステムだとか

地域経営のシステムを考えていくというところ

をここに書いております。

右側の下の段、これまた大切なところでござ

いまして、まず１点目としては、地域連携、繋

ぐという部分でございます。県内地域間の連携

でありますとか県外との連携、特に先般、川崎

市と基本協定を結びましたけれども、大都市と

地方を結んでお互いがウイン・ウインの関係で

地域活性化につながるような取り組み、この辺

が本県としては、非常に全国に誇れるような新

しい取り組みではないかということで、訴えて

きたところでございます。

最後に、地方創生の取組を支える行財政基盤

の整備・充実ということで、一番大事なとこか

もしれませんけれども、自由度の高い交付金の

制度創設でありますとか、税財源の地方への確

保という部分を訴えていくというところでござ

います。

中身については、またごらんいただければと

思います。説明は以上でございます。

総合政策課は以上でございます。

○石崎中山間・地域政策課長 それでは、本県

の移住施策について御説明いたします。

委員会資料の４ページをごらんください。

まず、１の現在の取組でありますが、（１）の

県の取組につきましては、全国に向けての情報

発信、相談体制の充実、市町村の取組に対する

支援を３つの柱として取り組んでいるところで

あります。

まず、①の全国に向けての情報発信ですが、

移住情報ガイドブックやホームページのほか、

新たにフェイスブックを開設するなど情報発信

の強化を行うとともに、ふるさと回帰支援セン

ターなどの全国団体が開催する移住促進イベン

ト等も活用しながら、本県の魅力などの情報発

信を行っているところであります。

その下のホームページのアクセス数をごらん

いただきますと、平成25年度が約１万8,500件、

今年度は10月末までの７カ月間で約１万2,000件

のアクセスとなっております。

次に、②の相談体制の充実につきましては、

当課及び県外事務所等に宮崎ふるさと暮らし相

談窓口を設置しているほか、先月、委員の皆様

に御視察いただきました東京有楽町にございま

すふるさと暮らし情報センターに相談窓口を委

託で設置するとともに、東京都等において移住

相談会を開催しているところであります。

下のグラフの移住相談件数の推移をごらんい
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ただきますと、まず、折れ線グラフが委託先で

ありますふるさと暮らし情報センターの全体の

相談件数ですが、基本的に増加傾向にあり、大

都市圏における移住への関心が年々高まってい

ることがうかがえます。

次に、棒グラフが本県に関する相談件数です

が、これも増加傾向にあり、網かけ部分で示し

ております、県外に設置した窓口である県外事

務所とふるさと暮らし相談センターにおける、

相談件数の割合が増加しているところでありま

す。

なお、東京有楽町のふるさと暮らし情報セン

ターにおきましては、相談件数の増加などに対

応するため、今月、25、26日の２日間でセンタ

ーのスペースを2.5倍に増設いたしました。御視

察いただいた６階の下のフロア、５階にまた新

たにフロアを設けまして、５階が東日本、６階

が西日本ということになっておりまして、本県

のブースもちょっと入り口に近いほうに、より

見やすい場所に移動しております。

次に、資料の５ページをごらんください。

③の市町村の取組に対する支援であります。

移住相談会や移住希望者に本県での生活を体験

していただくお試し滞在、移住者向けの情報提

供などを行う空き家等情報バンク活動といった、

市町村が実施する取り組みに対する支援を行っ

ているところであります。

市町村への補助実績ですが、全体的に利用す

る市町村は増加傾向にありますが、移住相談会

開催への補助が最も多く、移住者のフォローアッ

プなどが少ない状況でございます。

次に、（２）の市町村の特徴的な取組事例であ

ります。まず、①の日南市でございますが、先

般の県南調査の際にも日南市から御説明があっ

たかと存じますが、移住希望者に日南市での生

活を体験しつつ、仕事や住まいを探す際に利用

してもらう移住促進住宅を２戸設置しており、

利用者数と移住者数のとおり、日南市への移住

に結びついているところでございます。

次に、日南市移住者の会でありますが、日南

市役所が事務局となって発足し、移住者同士の

情報交換の場としてフォローアップにつながる

ほか、移住希望者の相談窓口としての役割を果

たしている部分もあるようでございます。

次に、②の綾町でございますが、綾町では町

内の空き家を借り上げて、リフォームをした後

に、町営住宅として移住者に貸し付ける空き家

再生事業を行っており、下の再生戸数と移住者

数のとおり、整備した20戸全てが利用中であり

ます。

資料の６ページをごらんください。２の取組

の成果であります。

（１）の移住世帯実績ですが、平成23年度以

降は毎年約60世帯の実績となっており、今年度

は10月末で34世帯となっております。

次に、（２）の移住相談内容・移住希望者等の

声であります。①の移住希望者の声ですが、移

住希望者の全国的な傾向としまして、ふるさと

回帰支援センターが実施したアンケート調査の

結果を左側のグラフにしております。

また、本県の傾向として、本年４月から10月

末の間に当課の相談窓口で対応した相談内容を

右側のグラフにしております。全国と当課と調

査項目に若干の違いがありますが、大枠としま

しては、どちらも住宅、仕事に関する相談が多

く、次いで子育てという結果になっております。

なお、当課の状況を示す右側のグラフにおい

て、移住環境全般・その他が多くなっておりま

すが、これは、移住に関するパンフレットが欲

しいといった他の項目に区分しづらいものをま
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とめたものでございます。

次に、本県への具体的相談例でありますが、

まず、最初にございます住宅関連では、サーフィ

ンができる海岸沿いや古民家、家庭菜園ができ

る住宅に住みたいといった相談がございます。

仕事関連では、移住後も現在の仕事の知識や

資格を生かしたい、あるいは起業─業を起こ

すと─あるいは開業の支援制度について知り

たいといった相談が聞かれるところでございま

す。

また、子育て・介護関連としては、環境のよ

い場所で子育てをしたい、介護施設の情報が知

りたいといった相談もあります。

移住環境全般・その他としては、公共交通機

関や医療機関に関する相談のほか、ネットには

ない生の情報が知りたいと、直接、対面で説明

を聞きたいといった要望も寄せられております。

次の７ページから８ページの上段まで、当課

が実施いたしました意見交換会などで出された

主なものを、移住者の声、地域の声としてまと

めております。

まず、７ページの②移住者の声であります。

アの本県を選んだ理由では、温暖な気候、子育

て環境等が多く聞かれましたが、具体的回答と

いうところの３行目に載せておりますが、先に

移住した方からの情報をもとに本県を選んだと

いう声もございました。

次に、イの実際に住んだ感想でありますが、

人柄や適度な人とのつながりが魅力的といった

声がある一方で、生計が苦しいといった声もご

ざいました。

また、具体的回答の３行目に記載しておりま

すが、特徴的なものとしまして、引っ越しして

きた当初、誰に挨拶すればよいのかもわからず

戸惑いがあったが、公民館長が一緒に挨拶回り

に連れていってくれて、大変助かったといった

ようなものがございました。これは、移住して

きた方が地域になじむためには、やはり地域の

方の協力が不可欠であることを示す事例である

と考えておりますが、このように移住者と地域

とのかけ橋となるような方がおられることは、

移住者と地域の方双方にとってよいことではな

いかと考えております。

次に、ウの県・市町村・地域に求めることで

ありますが、ただいま御紹介した事例ともつな

がってまいりますが、移住者と地域とのパイプ

役を求める意見や、子育て支援の充実等を求め

る意見が多く聞かれたところであります。

次に、③の地域の声でありますが、まず、ア

の行政（市町村）でありますけれども、移住施

策として効果的な情報発信と相談対応、受け入

れ体制の整備が必要との意見が多く聞かれまし

たが、具体的意見の一番下にありますように、

できれば地域の出身者に戻ってきてほしいとい

う意見もございました。

では、ページをおめくりいただきまして、８

ページでございますが、イの集落代表者等の声

であります。こちらでも、効果的な情報発信や

受け入れ環境づくり等が必要との声が多くあり、

具体的意見の４ぽつ目にありますように、移住

できる労働の場所、若者が帰ってこれる地場産

業をふやしてほしいとの御意見もございました。

また、移住してこられた方の中には、自分の

ライフスタイルを貫きたい人もいる。デリケー

トな問題であり、過大な期待をしないことも一

つの考え方ではないかといった御意見もあった

ところでございます。

（３）の移住後の状況でございます。こちら

特別委員会での御意見等もございまして、移住

世帯の実態把握を行うため、移住の取り組みを
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始めた平成18年10月から昨年度末までの、移住

実績392世帯に係る本年６月１日現在の現況につ

きまして、市町村等に対し照会を行ったところ

でございます。

その結果につきましては、ページ中ほどの円

グラフで御説明させていただきますが、まず、

左側のグラフをごらんください。

全392世帯のうち、移住してきたときと同じ市

町村内に居住している世帯は36％、移住した市

町村から転出した世帯が11％、世帯員の死亡な

どで自然減となった世帯が１％、また、個人情

報の取り扱い等に係る課題があり、実態を把握

することが困難な世帯が52％でした。

右側のグラフは、全392世帯のうち、現況が把

握できた189世帯のみで見たものとなりますが、

移住した市町村に引き続き居住が75％、転出が23

％、自然減が２％となっております。

次に、９ページをごらんください。３の移住

施策の課題でございます。

まず、（１）の地域間競争の激化でありますが、

他県の取り組みに掲げておりますように、各県

が移住施策の強化を図る中で地域間競争が激化

しており、どういった人をターゲットにするか

を含めた戦略的な取り組みが、これまで以上に

求められていると考えております。

次に、（２）の情報発信、相談対応に係る課題

であります。県としましては、これまでも必要

な情報の収集提供を行うなどしてまいりました

が、地域間競争の激化なども踏まえ、効果的な

情報発信等に向けて、一層の関係機関の連携強

化等を図る必要があると考えており、対面での

相談対応を望む傾向にある移住希望者のニーズ

に対して、十分な体制がとれていない面がある

ことも課題であると考えております。

次に、（３）の移住後の定住に向けた課題であ

ります。移住を定住につなげていくためには、

必要な移住後のフォローアップなどに取り組む

市町村はまだ少数であり、移住者と地域の方と

をつなぐ取り組みも弱いと考えております。

また、個人情報保護の観点などから、移住実

績の全てについて、現況把握することが現実的

に難しい状況にありますことから、移住者の会

を通じた現況の把握など、実施可能な実態把握

の手法を含めて、市町村とともに検討していく

必要があると考えております。

次に、資料の10ページをごらんください。

４の今後の施策の方向性であります。これま

で御説明いたしました課題等に対応していくた

めには、移住者及び移住者を受け入れる地域の

視点に立ち、ＵＩＪターン施策と一体となった

取り組みを検討していく必要があると考えてお

ります。

その方向性としまして、まず①県、市町村、

関係機関が一体となった組織づくり、②戦略的

なターゲットの設定等、それから③都市部住民

等への情報発信、相談対応体制の強化、④の移

住後のフォローアップの充実というものを考え

ております。

なお、11ページには、先ほど御説明いたしま

した、みやざきモデルの提言の中に織り込んで

おります、みやざきへの移住促進として掲げて

おります内容、これは財源確保等も必要という

前提で盛り込んでおりますが、それをちょっと

抜き出して掲載させていただきました。

今月６日に国が公表いたしました総合戦略の

骨子案におきましても、今後の施策の方向とし

て地方移住の推進が明記されたところであり、

こうした流れを踏まえ、今後とも、県といたし

ましては、移住の促進に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。
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説明は以上でございます。

○重松委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお

願いいたします。

○鳥飼委員 ＴＰＰのときの議論と一緒なんで

すけれども、道州制の議論は今ちょっと一休み

みたいになってるんですけれども、担当の方は、

やりますということで言っておりますが、道州

制基本法案が通ったとして、５年間というのが

あることはあるんですけれども、しかし、そこ

できたときはもう大体大まかに決まっていると

いうことで、答弁しにくいと思うんですけれど

も、道州制について、今後の推移等含めてどん

なふうに考えておられるのか。このみやざき創

造プランの中で、やはり大きな動きに関連して

くると思いますので、お尋ねします。

○井手総合政策課長 道州制というか、総合計

画の中でも時代の潮流のところで地方分権の推

進という項目は上げております。国のその道州

制の動きにつきましては、今委員がおっしゃる

とおり、国の中でもいろんな御議論があられる

ようで、外見にはとまっているかのように見え

てるとこでございます。

ただ、県としましては、地方分権という意味

では推進をしていく。地方に権限をちゃんとお

ろしていただくというところは、推進をしてい

くということでございますし、全国知事会、九

州知事会等の中でも、今後どういうふうに進ん

でいくのか、地方にとってメリットのある道州

制議論でなければ、意味がないというような意

見の展開がなされてるところであります。実際

の現場での進みぐあいというのは、我々がちょっ

と把握できないとこではありますけれども、県

にとってメリットのないようなところについて

は、きっちり意見を申し上げていくというスタ

ンスには変わりがないと思っております。

以上でございます。

○鳥飼委員 道州制が具体的になったときは、

もう井手課長は部長になっているか、もう退職

しているかわかりませんけれども、いずれにし

ても本県にとっては非常に重要な問題ですね。

地方に有利な道州制なんていうのは考えられな

いんですよね。と思ってやっていったほうがい

いですから、まず留意をしておいていただきた

い。

それと、もう一つ、中身についてなんですけ

れども、ちょっと教えていただきたいんですが、

数値目標が、これは59ページに戦略目標の解説

というところに、本県の総人口が現況は113

万5,000で、戦略目標100万というふうにいろい

ろあります。この数値目標というのは、現行の

長期戦略の中にもあったんでしたかね。

○井手総合政策課長 数値目標という形では、

人口そのものをあらわしてる目標ではございま

せんでしたが（発言する者あり）済みません、

数値目標そのものは、それぞれの戦略の数値目

標としてございました。（「人口は」と呼ぶ者あ

り）人口そのものについての数値目標は上げて

ございませんでした。

○鳥飼委員 １番の本県の総人口のところのは

なかったけれども、ほかのはあったということ

で、数値目標をふやしたとか減らしたとかいう

ことはないんですね。

○井手総合政策課長 数値目標は基本的にかな

りふえています。大体一つの戦略について、１

ないし２だったところを大体３になっておりま

す。例えばですけれども、その人口問題の数値

目標でございますが、現行の計画でありますと、

脱少子化・若者活躍戦略という名前になってお

りまして、その場合の数値目標は、ここで記載
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してますけれども、下２つでございました。29

歳以下の若者の人口の割合が25％以上、そして

合計特殊出生率が1.85という２つの数値目標、

それに、あえて人口100万人超というのを今回つ

け加えておりますし、２番目のほうの戦略２の

ほうは、一番下の性別によって役割を固定化す

ることにとらわれない人の割合という、これと、

※60歳以上70歳未満の就業率、この２つを改めて

つけ加えております。一番上の将来の夢や希望

を持ち合わせてる中学３年生の割合100％という

のは、以前からあった数値目標です。というふ

うに、大体１つないし２つの数値目標を加えた

ところであります。

○鳥飼委員 長期ビジョンの中での戦略目標で

すから、追加をするなら追加をするということ

でちゃんと説明する。それで、この中に追加と

やらないと非常にわかりにくい。一般県民みた

いなもんですけれども、特にこれ周知しとるわ

けじゃないわけですから、総合政策部の方は十

分承知をしておられるでしょうけれども。これ

がいつの間にか追加になっているわっていうよ

うなことでは、やっぱりいかんと思うんですね。

ちゃんと説明するときに、これは追加しました、

これは追加しましたというふうにやっていただ

きたいと思います。

それと、現況値というのも、これは同じよう

にずっと今までも出てたんですね。

○井手総合政策課長 それぞれの数値目標を掲

げるときに、現況値で最新のデータ、前回だと、

古いデータだと平成17年のデータであったり、

経済統計はちょっと出てくるのが遅いので、あ

と、平成20年とか22年とかという数値で掲げて

おりました。それについては今回は新しい数値

に置きかえていっていると。

数値目標につきましては、今回全般的に戦略

を見直した関係で、全く新たにつけ加えたもの

もございますし、前回の数値目標を引き継いだ

ものもあるというふうに御理解をいただければ

と思います。

○鳥飼委員 この算出方法の根拠ですね。例え

ば国勢調査とかいうのがありますから、それ根

拠も変えないようにしていかないと、わからな

くなると思うんですね。結局、これは宮崎県政

を進めてきた段階で、こういうふうに達成しま

したよということで、知事もかわっていくから、

果たしてこの長期というのにどれぐらい意義が

あるのかというのは、議論の分かれるところで

はありますけれども。しかし、こういうものを

つくっている以上は、それはそれでしっかりやっ

ていただきたいと思います。

それで、中身について一つ。60ページ、５番

の観光入り込み客数というのが戦略目標で

は1,680万人、現況値では、平成25年度1,518万

人というふうになってるんですけれども、入り

込み客の理解、定義といいますか─私、これ

までずっと観光の議論をしてきて、県外客をど

れだけ取り込むか、そして観光消費額をどれだ

け上げるかというところで、自分自身はなんで

すけども見てきた、そういうとこもあるもので

すから、ここをちょっと御説明いただきたいと

思います。

○井手総合政策課長 60ページの一番上の項目

ですが、入り込み客数につきましては、ここに

掲げてますように県観光入込客統計調査の数字

に基づいてる。これは従前もこの数字で入り込

み客数を把握してるところでございますので、

ここから約160万人強上げていくという全体の数

値ということでございます。

ただ、入り込み客が上がるだけでは意味がな

※25ページに発言訂正あり
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い。今委員がおっしゃるとおり、県外客を含め

客単価が上がらないと、実際の観光産業は回っ

ていかないという意味で、一番下に観光消費額、

ここを改めてつけ加えております。これも、現

行が同じ統計調査によりますけれども、1,545億

というところから1,800億という、正直、これも

高いハードルだと我々は思ってますけれども、

県外客をできるだけふやして、１泊ないし２泊

していただくことによって、消費額を上げてい

くというところを目標としてるところでござい

ます。

また、その上の欄にアジア戦略も掲げてると

ころでございますので、オリンピック・パラリ

ンピックプロジェクトも踏まえながら、外国人

というところも別出しとして80万という数字を

改めて出してきたところでございます。

以上でございます。

○鳥飼委員 わかりました。県内外を含めたの

が1,800億ということだろうと思いますが、いず

れにしても、ここでどれだけ観光客を入れてお

金を落としてもらうかということだろうと思い

ます。わかりました。

それと、もう一点だけ。中山間、石崎課長に

ちょっとお尋ねしたいと思うんですが、地域お

こし協力隊、えびのでああいう不祥事があった

もんですから、えびのではちょっともう採用を

凍結しますというようなことなんですけれど、

どこかに載っていましたけれど、地域おこし協

力隊が意外と進んでないかなというような感じ

もするんです。それぞれの市町村とか地域にとっ

ては、いい制度じゃないかなと思ってるんです

けれども、各市町村でそれの考え方といいます

か。この間、日南に聞きましたけれども、日南

もやってないということでしたね。いろいろあ

るんでしょうけども、基本的な考え方をちょっ

と教えてください。

○石崎中山間・地域政策課長 地域おこし協力

隊につきましては、現時点で、今県内に23名と

いうことになっております。また、これまで原

則３年でございますが、任期を終えて定住され

ている方は２名という状況でございます。

確かに、この地域おこし協力隊につきまして

は、まず地域活性化における外部人材の活用と

いう観点、それから、最終的に移住、定住につ

なげていくという観点で、県といたしましても

大いに活用していくべき仕組みだというふうに

考えております。そのためにはやはり、まずは

受け入れる市町村、最近、新富町さんが受け入

れをされたりとか、かなり活用したいという市

町村がふえてきているんですけれども、自分の

ところでどういうふうにして、活用していこう

かということをまずはっきり考えていただいて、

それに合った人材をどう募集、採用していくか

というところが重要だと考えております。

また、その後の定住につきましては、移住施

策の資料の中でも御説明させていただきました

が、３年間の間で自分たちがやること、仕事な

どを見つけて定住につなげていくということで

すので、やはり働く場をどうやってふやしてい

くか。また、定住後のフォローアップのところ

でも御説明いたしましたが、どういうふうに地

域に溶け込んでいけるような体制をつくるかと

いうのが大事だろうと考えております。

以上です。

○鳥飼委員 ありがとうございました。今の地

域おこし協力隊は数年前からやっているわけで

すから、おまえ、今ごろになって何言ってるん

だと言われるかもしれませんが、もっと進める

べきというのはあったんですけれども、熊本と

か大分とか行って、やはりこの効果といいます
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か、それがかなりのものだということですので。

こう言っては何ですけれども、県としても余り、

取り組みとしては弱かったのかなというような

感じがしてるんですけれども、新しい体制で熱

意のある職員の方もおられるようですので、ぜ

ひ積極的にこの制度を活用していっていただき

たいと思います。

ありがとうございました。終わります。

○石崎中山間・地域政策課長 県といたしまし

ては、これまでも市町村に対して、その仕組み

の活用というのを呼びかけてきたところでござ

いますが、今年度から既に受け入れている市町

村と受け入れをしたいという市町村、そして、

実際の協力隊員の方に集まっていただいて意見

交換会を開くなど、ネットワーク化などにも取

り組んでおりますので、今後とも、県といたし

ましても導入の促進を大いに図ってまいりたい

と考えております。

○丸山委員 今回の長期ビジョンで、合計特殊

出生率を2.07と非常に高い数値を掲げているん

ですけれども、実際、各ブロックで見てみます

と、宮崎市なんかが現在は1.53とかすごく低い

数字なんですね。これは東京が１.幾つかなのと

一緒で、やっぱり都市部がみんな低いのに、本

当に宮崎でも宮崎市内にどんどん人口が集まる

だけであって、地域もどんどん過疎化が進んで

るというのも現状なので、本当にこれ2.07とい

うのができるのかなというのが非常に心配なん

ですね。例えば100万人になったときに42万人と、

もっと宮崎市内に一極集中に宮崎はなってしま

うんじゃないかという非常に懸念があるんです

けれども。

本来は、宮崎であると、第１次産業を伸ばし

ていって、それでどうにか人口を維持したいと

いう思いがあるのに、何かイメージと、東京に

一極集中がいけないから、こっちにくれという

のと一緒で、宮崎では宮崎市に一極集中になる

んじゃないかという不安を描いてしまったんで

すけれども。この辺の2.07の考え方とか、本当

にできるんだろうかというのを、県内は2.07で

いいんだけども、各圏域ごとにちゃんと目標数

をしっかりやってほしいよねっていうのをしな

いと、結局、絵に描いた餅になってしまうんじゃ

ないかなと思っていますが、その宮崎市内に一

極集中を是正するために、もうちょっと農業と

か林業、水産業に手厚くするような、こういう

施策をやってほしいというのが何かあるのかど

うかと、教えていただくとありがたいかなと思

います。

○井手総合政策課長 地域別の人口シミュレー

ションを出してるように、やはり宮崎・東諸県

の人口の減少の率が低くて、周辺部の地域の人

口の減りは率的には大きいというのは、我々も

認識をしております。実際に今後、その地方創

生の動きの中で、各市町村ごとに人口のビジョ

ン、シミュレーションをやっていくことになり

ます。

今、実際の県内の人口動態についても、住基

データ等を引っ張り出しながら中の分析を始め

てるところで、県内のほかの地域から宮崎市地

域への移動がどんなところから来ているのか。

その辺のデータを今見ているところでございま

す。今後の各市町村別の人口ビジョンと総合戦

略をつくる中において、それぞれの地域特性に

合わせて、できるだけ人口が減らない方策を考

えていかなければならないというのが、まず第

一点の認識でございます。

合計特殊出生率2.07というのは、本当に非常

に高い目標でございまして、県内の今最新のと

いいますか、新しい合計特殊出生率、各市町村
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を見てみましても、合併前の地域にさかのぼっ

てみましても、2.0を超えてるようなデータとい

うのは、平成５年から９年の三股町の2.4とか、

昭和63年から平成４年に関しての北郷町の2.08

とかという、かなり特殊な数字だろうというふ

うには思っております。

ただ、国の目標を見ながら、本県のような地

域でやはり目標を掲げて頑張っていかなけれ

ば、2060年に人口を１億、我が国として切らな

いというような目標は、とても達成できないと

いうところから考えれば、本県において、全国

一の特殊出生率を出していくというぐらいの気

概で取り組みたいという思いでの数値目標でご

ざいます。

実際の各市町村別にどう人口減少を抑えてい

くかというのは、今後、緻密なデータ分析と市

町村との綿密な連携のもとで、総合戦略等をつ

くっていきたいというふうに考えております。

○丸山委員 多分、市町村のほうにもこの戦略

は義務化はされてない、県もそうだと思ってる

んですけれども、県とやっぱり市町村が同じ方

向を向いていくというのと、県のほうが2.07と

いう大きなの立ててるけど、実際、具体的にや

ろうとするのは市町村で、結構少子化対策等を

やるのはハードルが高い、実際はそのようなこ

とが多いと思うんですが、本当にこれがお願い

ができる数字なのかなと非常に思っていますの

で、これは目標だけじゃなくて、本当実行でき

るという気概をしっかりと県のほうでも、こう

いう施策を打つからちゃんとやってくれという

ようなものを言わないと。

ただ、言葉だけでこういう施策をやりたいと

かではなくて、本当にあとは財政的に措置があ

るんだよというようなすごい後押しがないと、

多分これかなり厳しい数字だろうというふうに

思っていますので、その辺をしっかりと現場と

合うような、そのためには、特に交付金を持っ

てくるということを言って、その辺はしっかり

とつくっていただかないと、絵に描いた餅になっ

てしまいかねないというふうに思っていますの

で、我々も頑張って財政措置をするように国の

ほうにも働きかけはしたいと思ってますけれど

も、ぜひ、しっかりとした気持ちを、市町村が

できるような形をつくっていただきたいという

ふうに思っております。

○井手総合政策課長 2.07という数字、これ

は2030年の目標値ということになります。今後

の地方創生のほうでつくっていきます人口ビ

ジョンと総合戦略、これは次年度以降、５年間

の計画ということになりますので、本県でいえ

ば、アクションプランが４年、プラス１年のス

パンで考えていくと。この総合戦略に関しまし

ては、国ともいろいろ情報交換をしていますが、

５年後の目標数値としては、おおむね1.85の合

計特殊出生率を目指すと。私どもも、2030年

に2.07であれば、今1.72でございますんで、直

線的に上げていくと、４年後ぐらいに1.84ぐら

いの数字になっていくと。正比例で上げていく

という単純な計算でございますが。

アクションプランと総合戦略をつくっていく

中で、大体やっぱり1.85以上の数字をそこに目

標値として描くのではないだろうかと思ってお

ります。そういう数字という意味では、現時点

でも綾町で1.82でありましたり、三股町でも1.85

という、また、それを超えてる市町村がありま

す。その辺の取り組みを見ますと、達成可能な

数字を４年、５年後には描けるんではないかな

というふうに思っております。もちろん、その

ための施策とそれを行う、支える財源というと

ころが非常に重要なので、いろいろお力をかり
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ながら国に訴えていきたいと思っております。

以上でございます。

○井上委員 真の地方創生を実現する「みやざ

きモデル」の提言について、何点かちょっとだ

け教えていただきたいんですが。

私自身は、この真の地方創生を実現する「み

やざきモデル」、すごくいいと思っています。問

題は、それがどう実効されていくか。実効の効

は、効力のある効ですが、実効されていくのか

という、効力性のあるような形にどうつくり上

げていくことができるかということだと思うん

ですよね。私たちは予算とって何ぼの世界に生

きているので、だから、ちょっと特に申し上げ

たいんですが、私は野党なので、ちょっと与党

の方にも申し上げたんですが、この地方創生で

使われる国が持っている予算が、非常にレベル

の低いところで、ハードルを低くされるとする

なら、これはばらまきとしか言いようがない。

でも、ハードルが高ければ、それは内容のある、

なかなかいいものができる可能性というのはあ

ると思うんですよ。地方創生という考え方その

ものもそうなんですけど。

それで、今回スケジュールみたいなのを見せ

ていただきましたが、この宮崎の提言も、各都

道府県全部から出てると思うんですよね。いろ

んな意味で、いろんな提言が出てると思います

が。それに向かっていったときに、例えば、売

りといったらおかしいけれども、地方創生の中

で何が予算化されていくのかという点でいえば、

総合政策部って、どんなふうな情報をお持ちな

んですか。私、ちょっと野党なので全然わから

ないので、そこらあたりは何が予算と合致でき

るものというのは何なのか、そこを教えていた

だきたい。

○橋本総合政策部長 このモデルを出すに当

たって、まず、井上委員からありましたように、

各県がまずこういうのをやってるかというと実

は余りやってなくて、我々としては、この11

月、12月に国がまとめるに当たって、ぜひ我々

の声、何を困ってるかと届けたいという意味で、

かなり短期間にまとめて、かつ、もう一つは、

思い切った、今までの積み上げでは出てこない

ような提言、つまり我々が努力すればできるん

ではなくて、国でこういう部分は考えてもらわ

なければ、仕組みを変えてもらわなければ困る

というのを提言してるつもりです。

これをまとめるに当たって、総合計画の先ほ

どの丸山委員の御指摘にもつながるんですが、

そもそも2.07というのは、積み上げでは正直な

かなか出てくる数字ではございません。ただ、

国が、人口１億人をキープするという大きな目

標を掲げたと。じゃあ、それを達成するために

は、社会の仕組みも含めて全部変えていこうと。

それの中の一つの大きな課題が、東京一極集中

と地方の創生だという位置づけでございますの

で、これはトップランナーとして宮崎が物申す

べきだろうということで「モデル」という名前

をつけさせていただきました。

その中で特徴として、かなり思い切ったつも

りで訴えたのが、例えば18ページをごらんいた

だきますと、先ほどの県内での宮崎市とその他

の関係、全く近いところなんですけども、自然

増減だけじゃなくて、社会増減のぶれが非常に

大きいという問題提起をこの図でさせていただ

いております。

そのときに１ページ戻っていただいて、16ペ

ージをごらんいただきますと、右下に、ここは

大学の進学に着目してるんですが、18歳人口の

比率に比べて、東京圏、首都圏で18歳人口が26

ポイントなのに、大学入学者数は41ポイント、15
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ポイント首都圏に強制的に全国から集めてる

じゃないか。だから、左上で大学定数の抜本的

見直しというような、ある意味では過激な、今

まで積み上げで出てこない政策提言、ないしは22

ページですけれども、やはり子供を育てようと

したときは、子育てを社会全体でやるべきだと。

やはり教育費も大きいですし、子育てに要する

経費が、どうしても希望をかなえるという意味

では、そこがネックであるんであれば、社会全

体で支えるべきだと。これはＯＥＣＤ諸国の中

でも、子供世代、子育てに対するＧＤＰ比率の

投資が少ないという分析もありますし、この子

ども保険制度が具体的な設計してるわけではな

いですけれども、こういう思い切った提案をす

ることで、ここまでやらなければ、この数字と

いうのはできないという提案をさせていただい

てきたところでございます。

これは、そのときに本部の特別委員会の委員

の皆様にもお越しいただいた、佐村室長代理と

も意見交換をさせていただいたんですけども、

やはり、くれくれではだめだということで思い

切った提言と。ただ、我々は頑張りますけど、

国で制度をやってくれないと、できないとこも

ありますというところを訴えるように心がけた

つもりです。その上で、くれくれもやっぱり必

要なので、先立つものの話ということでお金の

話ですけれども、正直、不透明だという理解で

ございます。というのも、この地方創生の動き

が概算要求が締め切られた、各省からの概算要

求の締め切り後に、地方創生担当大臣が決まり

ましたので、これに基づく交付金がどういう財

源でどういうふうになるかというのは、予算編

成過程の中で決めるということしか明らかに

なっておりません。

また、我々としては、使い勝手のいい交付金

の形で欲しいということを、知事会も含めて申

し上げてるんですけども。一方で、使い勝手が

いいというのは、今、委員が御指摘のように、

ばらまきと言われては困るという面もあります

ので、とりわけ、ことしの補正にも恐らく議論

になると思うんですが、どういう形でどういう

ふうに反映されるのかというのは、正直、情報

がない。

その中で、いざ具体的な案を出せと言われた

ときに、しっかりと応えるために、我々として

は庁内でも本部をつくり、こういうもので議論

を重ねて、スタートダッシュに負けないように

という姿勢でいるという状況でございまして、

どのぐらいの予算規模のものがどういうスケ

ジュールで来るかというのは、引き続き情報収

集に努めているという状況でございます。

○井上委員 多分、今、そんな状況だと思うん

ですね。宮崎としては、どことどこがポイント

だというのが、ある意味、自分たちの中でイメ

ージができていないと、なかなかだと思うんで

すよね。この医・福・食・農の連携とか、こう

いうことも考え方は今までもあったかもしれな

いけれども、これを宮崎的にはどうしていくの

とかですね。

そして、どこを私たちが、みやざきモデルの

中のいいところと、もう一つは、宮崎ならでは

のところ、私は、もう一度考えてほしいのは３

世代同居、松形知事がしきりと言っておられた

３世代同居という考え方のありよう、住まいの

暮らし方のありようというのを、もう一度、日

本という国全体で考えていく必要というのは、

私はあるのではないかというふうに一方で思う

んですね。

これは、本当宮崎の人口を見ていただいたら

わかるとおり、人口は減少してるけれども、世
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帯数はどんどん上っているわけですから。だか

ら、そういうことが、本当に地域で暮らしてい

くということについてのいろいろな問題という

のを、生んではいないのかということを分析す

る必要とかあると思うんですね。先ほど言われ

たように、地方から産業をつくるということも

含めてで雇用を生み出していく。

それと、もう一つは、さっき言われた、地方

から若者が出ていかないようにするにはどうし

たらいいかといったら、やっぱり大学の問題と

か進学、就職の問題というのは、これはもう極

めて重要な問題だと思うんですね。移住もさる

ことながら、ここに住んでる人たちが、将来も

ここで住めるようにしていかないといけないと

思うんですね。

ちなみに、きょう私、県政報告会なんですが、

これが皆さんに出す資料、私の県政報告会の資

料がこれなんですが。宮崎に住む人たちが、しっ

かりと宮崎のことを考えて、何でこういうふう

なものをつくり、どうやってこれからの宮崎県

をつくろうとしてるかという課題がきちんと整

理をされること。そして、これは何をチャレン

ジしたときに、宮崎にどこを予算化できていく

のかということが、しっかりと総合政策部の中

でイメージができていないと、金取ってくると

ころに取ってこれないですよね。

1,000億ですよ、石破さんが１人で持ってきて

るわけじゃないわけだから、きちんとしたそう

いうアプローチができる。文字ではなく、具体

性のある事業として展開ができるものが、しっ

かりとした宮崎の知事の政策と言ってもいいん

ですが、そこの中にきちんと網羅されてる。こ

れはこういうものです、これはこういうもので

すって、しゃべれるのかっていうこと、プレゼ

ンができるのかっていうことが、もう私が一番

ちょっと心配してることなんです。そのイメー

ジとプレゼンの……。

しょっちゅう委員会で金、金言ってて本当恐

縮なんですが、やっぱり予算とって何ぼの世界

に私たちがいるということはもう事実なので、

そこのところがきちんと他県に先駆けてできる

かどうかなんですよね。

私は、宮崎でできた農産物は使い切っていく

と。そして、フードビジネスという以上は、ビ

ジネスにしていくということも含めて、やっぱ

そのあたりがきちんとしていかないと、実効性

のあるものにならないと、人口の減少なんてと

まらないと思うんですね。よそから来てくれな

んて言ったって、サーフィンしに来るだけです

か。そんなことじゃないでしょう。やっぱりそ

こを含めて活力のある地域づくりをしていくの

にどうしたらいいのかということが、そういう

意味で事業とってくるだけのイメージができて

るのかどうかなんですよね、絵だけでなくです

よ。そこはいかがなんですか。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） きょ

う御説明しましたように、このモデルについて

は、ほかの県に先駆けてしっかり提案しようと

いうことで急いで仕上げました。今、たまたま

ではありますけれども、まさに総合計画という

ことで、人口減少にどう対応するかということ

でかなり深掘りをしてやってきてます。

今回、地方創生の動きは、国がビジョンと戦

略をつくって、それから地方がビジョン戦略を

つくっていきますが、県としては、できるだけ

早目にビジョンと具体的な戦略をつくり上げて、

委員がおっしゃったように、しっかりと予算が

獲得できるような具体的な取り組みを明らかに

していくという作業を、これからできるだけ急

いでやりたいと思ってます。繰り返しになりま



- 22 -

平成26年11月28日（金曜日）

すが、この提案とか総合計画の中でかなり深掘

りをしてますんで、先行してやれるのではない

かなというふうに思ってますし、その検討を加

速したいというふうに考えております。

○井上委員 余計なことですが、与党の国会議

員の皆さんがいらっしゃいますけれども、ここ

で予算とってくれそうな議員というのはそうい

ないわけで、何人かしかいないわけで、その人

たちにちゃんとアプローチして、国の動向等の

きちんとした情報収集というのをしっかりやっ

ていただいて、これが実効性のあるというか、

宮崎に住んでる人たちが、これで宮崎県に住む

ことをよかったと思っていただけるような地域

づくりができるように、これは実現できるとい

いなというふうに思ってますが、期待してます。

○髙橋委員 日本の人口１億人を維持するため

には、大都市部の出生率を上げる。地方、宮崎

県の100万人維持のためには、人口社会減に歯ど

めをかける。さっき部長がおっしゃったことな

んですけれども。

そこで、さっき長期ビジョン素案の説明の中

で16ページです。特殊出生率の2.07はわかるん

ですよ。若年層の社会減の30％抑制、これは私

は大きいなと思うんですよね。皆さん方のお手

元に配られてあるんですが、学校政策課が高卒

の進路状況、これ見ても、大学と専門学校が県

外に６割強出てるんですよ。高卒の就職で県外

に３割出てる。もちろん宮崎の県内大学から県

外に出る人もいるだろうし、逆に県外の大学に

行ってた学生が県内に戻ってくる人もいるんで

しょうけれども、その数字がわかれば欲しいん

だけど、わからなければいいんですが。とんで

もない、30％の抑制というの、これどういった

積み上げされたのかなと思って、最初説明を聞

いたときですね、その前にこれが配られとった

ものだから。もしそこ辺がうまく説明できるん

であれば、お答えいただきたいと思います。

○井手総合政策課長 委員がおっしゃるとおり、

これまた非常に高い目標値であろうかと思いま

す。この30％抑制というのは、以前から、４年

前につくったときに、もう既にこういう目標を

掲げてまして、ずっと頑張ってきているところ

でございます。

今、お手元に配られてるのは、多分、平成26

年度の学校基本調査の結果だと思うんですけれ

ども、ちょっと私が把握してる数字は、１年前

の25年度の学校基本調査の数値でございますけ

れども、本県の高校卒業生の就職者が3,356人と、

４割に当たります1,351人が県外に出てます。約

４割が県外に出ていくと。やはりここのところ

をいかに県内にとどめていくのか。そして、あ

と進学者のほうも含めて、大学を卒業する時期

にいかに県内にとどまるのか。また、県外の大

学に行った県出身者をいかに引き戻すのかとい

うのが、非常に重要な施策になるのではないか

と思っております。

実際の高校卒業者のほうに関しましては、県

内の企業への就職の案内をできるだけ早くして

いただくように、県内の事業者等にもずっとお

願いをしてきてるところでございます。どうし

ても、県外のほうの企業の求人票のほうが早く

出てしまっておりまして、そちらのほうにまず

高校生たちが応募してしまうというところもあ

りますので、できるだけ県内の企業者の方に、

本当に県内に残りたい子供たちがちゃんと県内

に残れるように、早く求人票を出していただく

ようなお願いをしてるところでございます。

あと、もう一点としましては、先ほど部長の

ほうからありましたように、県内の大学の魅力

の向上ということで、県外の大学に行っていた
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だくよりは、できるだけ県内で学んでいただい

たほうが、保護者のほうの経済的支出も少なく

済みますので、そういうことで、県内の大学の

魅力向上にも取り組んできてるとこでありまし

て、県内大学の進学率も若干ながら、10年前は20

％ぐらいだったところが、現在25％後半ぐらい

まで来てますので、徐々にではありますけれど

も、県内の子供たちが県内の大学に進学してい

くという率も上がってきてるところです。そう

いう２つ、両輪並みで進めていっているところ

でございます。

以上です。

○髙橋委員 一番大きな、県外に進学した大学

生、進学率はひところと比べて、大分、大学進

学率が伸びていることもあって、結局よそに若

者が出てるんですよね。だから、いかに大学、

県外に行った学生を県内に呼び戻すか、非常に

これ至難のわざだと思う。高卒の子供たちを県

内にとどめるというのは、それなりの準備がで

きると思うんですよ。そこが一つポイントなの

かなと思います。先ほど部長がおっしゃいまし

た。ここはやっぱり仕組みを変えないと、大学

移転とかあるけれども、これ本当に現実的なの

か、非常に半信半疑なんですよね。

私、この前、特別委員会に行ったときも、政

府機関を移転するなら、そういったことをおた

くたち考えてらっしゃるんですかと言ったら、

ある意味答えられなかったです。だから、そう

いったところに手をつけないと、地方の創生と

いうのは、私は、ほんとさっき言ってた絵に描

いた餅になると思うんですね。そこがまだ見え

てこないです。部長、どう感じられます。

○橋本総合政策部長 まさに、これは昭和30年

代に過疎という、一方で、そのときは都市部の

過密というのは当時から言われて、昭和45年に

過疎法ができたというところで。結局、その状

況というのは、１次産業から日本が軽工業を中

心、それから重工業という産業構造の変換に伴っ

ての人の移動ですので、結局、この社会移動の

問題というのは、最終的には、日本の産業構造

がどうなるのかというのと密接不可分だと思っ

ております。

そうしたときに、やはり我々も、学校という

のは入り口ですけれども、その先にやっぱり仕

事、職を持って安心してそこで子育てができて、

教育も受けれるという安心感があれば、私は、

宮崎のように非常に恵まれた自然環境のもとで、

農業を核とした２次も３次も含めた構造という

のは構築でき得るというふうに考えております。

そうでなければ、日本全体での成功モデルはあ

り得ないと。宮崎でできなければ、日本全体で

はあり得ないというふうに考えております。そ

のときに、やはりこの就職というのが、このデ

ータを見ても非常に厳しいものがございます。

ただ、一方で、大学の評価というのも、私は

文系ですのでちょっと違う感覚ですが、やはり

就職ができるかどうかというのは、大学の入る

ときの人気のバロメーターになる面もあります

ので、例えば宮崎の大学では、宮崎の産業に適

した人材を供給するから、要するにここの大学、

この高校を出れば、ちゃんと宮崎県内で就職で

きるという合意がみんなの中にできれば、やは

りそれはとどめる一つの、宮崎で就職しよう、

宮崎で大学進学しようというきっかけの一つの

メッセージになると思いますので、やはり雇用

の創出というのは非常に大事だと思っておりま

す。

ただ、これにつきましては、先ほど申し上げ

ましたように、国全体での産業構造どうなるか

というところにもなりますので、ここは、我々
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は今フードビジネスを掲げて頑張ってますけれ

ども、じゃ、それに伴う人材供給とか、大学と

の連携とかも今そういう切り口で一生懸命進め

てますけれども、これが県民の皆様に御理解い

ただいて、なるほどと思えるように努力を重ね

ていきたいというふうに思っております。

○髙橋委員 産業構造をとにかく変えるという

こともおっしゃいましたが、その前には、私は、

リニア新幹線なんていうのは、これは真逆だよ

なと、この前も言いましたけれども、非常に難

しい問題があるなと思います。これはいいです。

最後、１点だけ、移住者の関係でちょっとお

尋ねします。

８ページの移住後の状況の説明がありました

けれども、把握困難な世帯数、これいるかどう

かというところの把握もできてないのかなとい

うふうに、ちょっと疑問に思ったもんですから

お尋ねします。

○石崎中山間・地域政策課長 この把握困難な

理由というところでございますけれども、まず、

一つ大きいのが個人情報の問題でございます。

それと、仕組み的なものもございまして、移住

された方で、県なり市町村なり行政が何らかの

関与をしていれば、結果として、住んだと、移っ

てきていただいたというのはわかります。ただ、

その後、例えば県外に出ていかれるというとき

には、実態として、もう出ていきますというよ

うなことを御相談いただくというのは、ないと

いうのが実態でございます。住民基本台帳上は

数字としては出てくるんですが、ただ、それが

移住してきた方が出ていったのかということは

出てまいりませんし、恐らく、市役所の市民課

とかは、その人が移住してきたかどうかという

ことも考えずに、その制度として転入あるいは

転出というのを扱います。そういった面が、仕

組みとしてまず難しい部分でございます。それ

が把握困難という理由のほとんどでございます。

ただ、今回、把握しているということで回答

があった市町村は、例えば日ごろの移住者との

接触あるいは移住者の会との関係、あと人口規

模の少ないところであれば、もともと役場のほ

うが状況をよく把握しているということで、回

答をいただいたものと考えております。ですか

ら、課題の中でも述べましたけれども、そうい

う制度を前提としながらも、何とか、例えば登

録をしてもらうとか、情報提供を県としても今

後行っていきますから、そのかわり移住された

方の情報もくださいといったような同意を得た

上での仕組みとか、そういったものを考えてい

かなければならないのかとも考えております。

以上でございます。

○髙橋委員 先ほど公民館長さん等の協力とい

うことで、いろいろ地域のそういった支えがあ

ると、大変プラスに働くというようなことも説

明がありましたけれども、調べれば、そういっ

たところでできないことはないと思うんです。

私、説明を聞きながら、この方、ほとんどはも

ういないなと、私個人的には思ったところです。

移住して、仕事ですよね。このアンケートに出

たように、生活が苦しいというのが非常に多く

意見として出てますから、いろいろと手間暇か

かりますけども、こういった調査はできれば細

かくやっていただくと、正確なデータ、そして

何が足らないのかというところが把握できるの

で、もしそこができたら検討いただきたいと思

います。

○石崎中山間・地域政策課長 髙橋委員の御指

摘、フォローアップの重要性については認識し

ておりますので、市町村とも一緒に、どういう

方法があるのかというのは検討していきたいと
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考えております。

○井本委員 私も井上委員の続きでもあるんだ

けれども、最初、この地方創生するのに２兆円

ぐらいかけるという話もあったけれども、１兆

円になってしまって、その後何かまた大分トー

ンダウンしたようなというような話で、どのく

らいかけるという話に今なっているのか、全然

わからないのですか。

○井手総合政策課長 我々も実は報道レベルで

しか知り得ないんですけれども、おっしゃると

おり１兆円という報道が出た後、その次は2,000

億という数字が報道で出ました。2,000億という

のは、５年間でそれぞれ掛ける５で１兆円です

よねというようなお話を国の担当の方と鎌かけ

てしたんですけれども、いえいえ、そんな話は

全然聞いてませんよというような、つれない返

事をいただいたこともありまして、正直、課長

レベルでは、ちょっと今のところ全然把握がで

きてないとこです。

済いません、この発言のついでにちょっと訂

正を一点させてください。先ほど、総合計画の

数値目標のところで、総合計画59ページのとこ

なんですけれども、60歳以上70歳未満の就業率60

％というのを新しく追加しましたと私申し上げ

たんですけれども、済みません、これ前からあ

りました。陳謝させていただいて、訂正をお願

いいたします。済みません。

○井本委員 今さっきの産業構造の変化という

話ですけれども、私なんかの認識としては、こ

の成熟社会の話ではないのだけれども、１次産

業、２次産業はほとんど限界に来てると。あと、

３次産業にまだちょっとすき間があるんじゃな

いかと。

だから、先進国の例えば北欧なんか、デンマ

ークとかスウェーデンとか、ああいうところで

は結局、１次産業、２次産業でもう限界が来て

る人たちを３次産業のほうにシフトしようとい

う、いわゆる、デンマークなんかではゴールデ

ントライアングルというのをつくって、労働の

流動化を起こすと同時に、セーフティネット福

祉として、そしてまた第３次産業へ移行できる

教育をしっかりすると。この３つのトライアン

グルで産業構造を支えてる。

だから、産業は今、第２次産業でも特殊な技

能とか高度な技能とか、そういうところにしか

第２次産業はないでしょう。全部、今、金融を

だぶつかせて、新しい産業が生まれているのか

というと、生まれてないからこんな状態になっ

たんであって、全部大企業側がその金を使って

外国で安い労働使って、そしてもうけている。

これが実態でしょう。現実、この第２次産業に

おいては、新しい産業というのは生まれてない

わけよ。もちろん第１次産業も。結局、第３次

産業にすき間があるということからすると、６

次化しようというぐらいのことしかできんわけ

でしょう。だから、私は本当に産業が生まれる

のかなということを考えると、ちょっと悲観的

になって申しわけないんだけれど、どうなのか

なというふうに思ってるんだけれど、部長、ど

うですか。

○橋本総合政策部長 それに明確に答えられれ

ば、私も何か民間でもうけられるのかなと思い

ますけれども。大きくマクロで言いますと、日

本全体がどうやってもうけていくかという、突

き詰めるとそこにあると思います。今、貿易赤

字、従来は貿易立国、貿易立国と言われてまし

たけれども、ＴＰＰの議論とかもございますし、

そういう議論なんですけれども、実は日本とい

うのはかなり内需の比率が高い。必ずしも貿易

だけではない国だと思っています。
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その内需のときのシェアでいえば、一般的に

は成熟社会になって３次産業のシェアが大きい

と。これはＧＤＰベースでもそうですし、雇用

率でもそうだと思います。ただ、サービス産業

となりますと、これは人がいるところになりま

すんで、やっぱり一極集中をさらに加速化させ

る方向に働くというところを気をつけなければ

ならない。個人的には対人サービス、例えば介

護とか福祉の分野というところが、日本という

のはこれから伸びていく分野だと思っておりま

す。

一方で、さはさりながら、今貿易収支がすご

い赤字、これは原油の輸入とかって赤字ですけ

れども、ただ、経常では黒字に転じてると。こ

れは結局、海外の工場での資本投資に対するリ

ターンが、配当とかいう形で戻ってきてるとい

う形で今プラスなんですけれども、本来的には

やっぱり、少なくとも貿易のところがとんとん

ぐらいになればいいなと。そうしたときには、

我々、フードビジネスの中でも海外展開という

のを訴えてますけれども、国全体でもやはりそ

ういう部分というのは、戦略的に取り組む必要

があるんではないかというふうに考えておりま

す。

一方で、宮崎のレベルでいいますと、今回の

総合計画でも、従来、例えば油は外から入れて、

そこに外貨を払ってると。そういうものを極力、

中のものを使うことによって、地域循環の経済

ができないかと。その中で極力出さず、一方で

外から稼いでくると、観光も含めてですけれど

も、そういう地域循環経済を構築するというの

を県等の単位で考えれば、目指していきたいと

いうふうに考えております。

○井本委員 だから、このアベノミクスで新し

い産業が本当に生まれるのか。下手すると、こ

れは空中分解して、これは円安が本当それこそ

進んでしまったら、物価がどこまで上昇するか

わからない。いわゆるハイパーインフレみたい

なことになってしまう可能性が非常に強いわけ

ですよね。私は本当そのことまで心配しながら、

このソフトランディングを考えとかないと危な

いんじゃないかという気がしてしようがないん

だけれども、地方創生の話とはちょっと違うよ

うな話になったんだけれど。私はもうちょっと、

こんなアベノミクスとか何とかじゃなくて、やっ

ぱり本当にみんなが安定した安心した生活を送

る所得の分配、その辺を真剣にやらないかん時

代に来ているのではないのかというのが私なん

かの認識なんだけれど、どうなんでしょうか。

○橋本総合政策部長 また非常に難しいお話で

ございますけれども、金融政策について、外交、

防衛、通貨は国の所管ですので、地方政府とし

てはなかなかできる部分はないというところは

あるんですけれども。私、昔、地方税制を担当

してた立場での経験で言いますと、日本という

国というのは、国債消化が基本的に国内ででき

るので、いわゆるハイパーインフレのリスクと

いうのは、極めて低いというふうに理解してお

ります。

一方で、今おっしゃった再分配の話でいいま

すと、やはり消費税を上げて行うというのは、

税と社会保障の一体改革という議論でやってお

りましたので、やはり社会保障、弱者の方にい

かにお金を出すかと。そのためには負担をお願

いすると。そういう意味では、再分配機能を強

めようという方向、かつ、その中に、従来の高

齢者３経費以外に、少子化対策もその社会保障

の中に入れたというのが、昨今の流れだという

ふうに考えております。

そういう意味でいいますと、日本全体でいえ
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ば、税収、直近で足元では税収よくて50兆台に

のるという国税収入ありますけれども、それを

超えて国の歳出は90兆台ですんで、この差額は

赤字国債で賄ってるというのが、そもそもの民

主主義国家としてはどうなんだという議論も

あって、やはり税の使い道は自分たちで決めよ

うという意味でいうと、しっかり現役世代で負

担すべきだというのが、議論の基調にあると思っ

ております。

ただ、逆に言いますと、それだけの赤字国債

を発行してでも、今、足元10年物の長期金利0.4

％と信じられないぐらい低い金利で済むぐらい、

金融環境はいいというのが認識でございます。

○井本委員 国債の話になると、またいろいろ

話があって。国債も大分、外国勢が仕掛けて崩

そうとしたこともあったみたいだけれども、崩

れなかったということで少し安心はしているん

だけれども、それはそれでいいんだけれど。

ちょっと話はそれは別にしましょう。

それで、この地方創生の案のですよ、大学の

定員の見直しという。私は、その大学の定員の

見直し、確かにそれもあるけれども、むしろ、

もっと国のほうが教育に金を使ってもらって、

それこそＯＥＣＤ並みぐらい使って、ともかく、

先進国はほとんど大学行くのもただというよう

なところがほとんどなわけですから、そのくら

いまでしてもらうと─もう地方創生をやって

いるよりも、国の負担の大きなバケツの穴があ

いてたんなら、幾ら地方創生やっても穴が抜け

ているという、そういう状況では地方創生は私

はできないと思っているんですよ。やっぱりこ

の辺の穴をぴしっとふさいでもらって、これも

一つの大きな穴、ここに書いてあるように、医

療のあれなんかも大きな穴ですわ。そういう穴

を国のほうでまずふさいでくれと、そうしてか

ら地方創生を考えてくれということを言わない

といけない。

これ、私は、提言としてはおもしろいことは

おもしろいと思うんですよね。介護保険みたい

な、子どもの保険制度というもの、これは非常

におもしろいなと思いますが。いずれにしても、

もっと国が、国の教育なんかにしても金を使わ

なくてはいけないなと私は思うんですが。これ

はなかなか私はおもしろいアイデアだなという

雰囲気はしております。何かあったら。

○重松委員長 ないですね、よろしいですか。

（「もういいですわ」と呼ぶ者あり）ほかにござ

いますでしょうか。

○中野委員 時間もありませんから、本当はい

ろいろ議論をしたいし、提案もしたかったんで

すが、またいろいろ言っても、てこでも動かな

いというのが皆さん方の、過去が全部そうでし

たから、修正に応じないというのが当然相場で

すよね。今回もそのくらいすばらしいものをつ

くってきたと、自負もされてるようだと思いま

すが、そのとおり、いいものができましたです

ね。

ところが、これは16年後、誰が責任をとるの

ですかね。我々も２月議会でこの長期ビジョン

を採択しなくてはならないように何かスケジュ

ールは書いてあったが、16年後のことに責任は

持ちませんね。本当に今、職員の皆さん方も44

歳以下の人がどのくらいかかわってつくったの

か。本当にこれがこのとおりできたら、移住者

を何とかって、移住担当が、課長がおられるが、

心配要らないですよ。もうわんさわんさ宮崎県

に来て、このままいけば断るのに大変ですよ。

だから、画餅に帰すと言いたいぐらい、現実

の厳しさですよ。これは４年前に20年計画がで

きました。それで、４年の見直しで、またこの
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長期ビジョンも16年後を見直していこうという

計画ですね。４年後たって、あと16年後、前か

らすると20年後がどのくらい変更しなきゃなら

ないのか、その辺がよく読み取れませんが、地

についた計画をこのアクションプランではつ

くってほしいと思います。そうでないと、本当

にすばらしい、すばらしいということだけでは

どうにもならない。

例えば、子育ての問題、合計特殊出生率が2.07

に最終年度にする計画ですよね。それで、人口

が果たして100万人以上がキープできるのかな

と。日本だって１億はキープできるのかなとい

うことも思います。それで、その間の子育ての

問題です。それもどうも社会に頼ることばっか

りの政策が多過ぎる。子育てというのは、本当

は親が育てなくてはいけないわけでしょう。そ

の親への厳しさ、どこでするのか。そういうこ

とも本当にこのプランの中では現実的なことも

含めて立ててほしいと思いますが。以上。

○井手総合政策課長 アクションプランについ

てはこれから詰めてまいります。この計画につ

きましても、どの程度の若手がかかわっていた

かという御質問もありましたけれども、一応、

県組織として全庁にそれぞれきっちり見ていた

だきながら、意見を聞きながら、県行政として

詰めていく部分、そして、先ほど県内８地域の

市町村の職員の方々、そして、そこの県民直接

の意見というのも踏まえながらつくっておりま

す。私、課長としても、できるだけ若い方の意

見を取り入れたいということで、我が課の担当

職員にもお願いをして、できるだけ若い職員の

意見を聞いてもらうように努力をしてきたとは

思っております。

16年後、もちろん私も退職して、いませんの

で、責任をおまえ持てるのかと言われると、息

を呑むんですが、やはりこれは県の計画ですの

で、県として責任を持ってこの目標増に向けて

努力をしていくと。今後つくっていく４年間に

ついては、本当に地に足のついたものになるよ

うに努力をしてまいりたいと思っております。

○中野委員 あなたもいないということは、私

たちも16年後は80を超えてしまうんですよね。

だから、責任を持ちませんよと言いたかったん

ですよ。

それから、アクションプランはそういう計画

だそうだけれども、もっともっと市町村との、

いわゆる基礎的自治体、基礎的自治体という市

町村の取り組む計画、その辺をもっと反映した

ものでないと、中間的な自治体である県がつくっ

たって、画餅に帰すのが多いですよ。それで、

さっきから聞いていれば、国の動向をえらい気

にされている発言もたくさんありました。国に

頼るばっかりで、基礎的自治体がどうなるかわ

からない中での計画ではいけませんので。

そして、また、20年は余りに長過ぎる。これ

は永山さんのすばらしい発案だったんだけれど

も、今になってみれば、長過ぎたですね。だか

ら、せめて昔ながらの10カ年計画に変えないと

いけないと思いますよ。余り４年は短か過ぎま

すから。しかし、政治責任、我々も政治家とし

て政治責任は負わなけりゃなりませんから、そ

れは４年、４年でしょう。プランは４年、４年。

しかし、10年は2.5になるけれども、長期は10カ

年でしょう。そういうことで、そういうプラン

を今後はつくってほしいと思います。以上。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） ４年

前に20年のプランということでつくらさせてい

ただきました。長期的に世の中の動きを見て、

しっかりとした柱を持ちたいということでつく

らせていただきました。それの評価については、
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いろんな御意見を伺いながら今後も進めていく

ことになると思っています。

具体的には、先ほど申し上げましたけれども、

アクションプランの中でしっかりと、特に県民

の役割等も明確にしながら、アクションプラン

をつくっていくことになりますので、しっかり

と進行していきたい、実行していきたいという

ふうに思っております。

○緒嶋委員 いずれにしても、今、宮崎県では

人口が年間6,000人ぐらい減っているわけですよ

ね。この現実をやっぱ市町村含めてみんなわかっ

た上で、100万を守るためにはこういう計画が必

要だということになっているわけですね。だか

ら、一言でいえば、合計特殊出生率を2.07にす

るためにどう成就させるか。そのためにどうい

う政策が必要か。もうそれ以外にないと思うん

です。そのためにどういう政策、アクションプ

ランをやるか。

それはわかりやすく、言われたとおりで、市

町村との連携を十分とりながら、市町村が一番

危機感を持って、それを総合したものが県の政

策に積み重ねていくというような形じゃないと、

県が言われたとおり、こうだこうだというだけ

ではなく、危機感は市町村に一番持たせると。

その中で地域をどうしますか。その中で県と連

携し国と連携し、また、このためには財政的な

裏づけが当然なければ、それは空論であること

になるわけですから、そこ辺を含めてアクショ

ンプランは地についたものをぜひやって、こ

の2.07にするためはどうするかという、焦点を

そこだけに絞った政策でも私は必要だと思って

るんです。ぜひ頑張ってください。

○中野委員 一点、具体的なことをお聞きしよ

うと思いました。さっきえびのというのが出ま

したから、この移住人口の実績の392世帯、この

中でえびのは何世帯なんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 圏域ごとの数字

は、今持ち合わせているんですけれども、市町

村ごとということになりますと、例えば、個人

が特定されてしまうことになりますので、市町

村ごとの数字というのは出しておりません。た

だ、県西地区ということでいいますと、平成18

年10月から、これまでの間で50世帯が移住して

いるという状況でございます。

○中野委員 そんなあやふやな。何でそれを個

人情報云々あるんですかね。市町村の積み上げ

ですよね。自信を持った政策が、さっきから基

礎的自治体が云々と言うけれども、そのぐらい

そういうことでは地についた政策はできないと

思いますが。

進めまして、先ほどえびのに地域おこし隊が

７名ですが、そのうちの２人が大麻事件で逮捕

されたんですが、この７名というか７世帯は移

住者の中に入るんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 地域おこし協力

隊は、その赴任をする地域に住民票を移すとい

うことになっております。この７名、移住者と

してカウントされております。

○中野委員 わかりました。

○重松委員長 よろしいでしょうか。ほかに質

疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないようですので、これで終わ

りたいと思います。執行部の皆さん、お疲れさ

までございました。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後０時３分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし
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ます。

協議事項（１）の提言についてであります。

県外調査が終了し、他県の状況等も調査でき

ましたので、これからは、年度末の報告書の作

成に向けて、県当局や国に対して、どのような

提言や働きかけができるかを整理していかなけ

ればなりません。

お手元に、今までの委員会活動の経過をまと

めました資料１を配付しております。今までの

活動の経過を踏まえた上で、報告書に盛り込む

提言等につきまして、何か御意見はございませ

んでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 わかりました。ないようですの

で、今まで御協議いただいた内容も含めまして、

報告書骨子案を作成したいと思っております。

次回の委員会時にお示ししたいと思っておりま

す。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

でございます。

次回委員会は、年明けの１月30日金曜日を予

定しております。次回委員会は、必要があれば、

執行部からの説明を求めるとともに、報告書骨

子案について御協議いただきたいと思っており

ます。

これまでの委員会活動を踏まえ、次回委員会

での執行部への説明・資料要求について、何か

御意見、御要望はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 特にないようですね。次回の委

員会の内容につきましても、執行部をお呼びす

るかどうかも含めまして、正副委員長に御一任

いただきたいと思いますが、それでよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのような形で準備

させていただきたいと存じます。

次に、協議事項（３）のその他で、皆さん方

の御意見何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ありませんね。わかりました。

それでは、最後になりますが、次回の委員会、

年明けの平成27年１月30日金曜日を予定してお

ります。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午後０時５分閉会


